
ガバナンス・コンプライアンス基本規程 

 

 合同会社気仙沼の人事部（以下、この法人という。）は、ガバナンス・コンプライアンス

に係る次の基本的事項を定め、この法人のすべての役職員は、これを遵守するものとする。 

 

第 1 章 全社員会議の運営に関する事項   

（種別） 

第１条 この法人の総会は、本法人の最高意思決定機関は「全社員会議」とし、全社員によ

る合意形成の場をもってこれに代える形で規定する。 

（開催時期・頻度） 

第２条 全社員会議は、原則として半期に 1回以上開催し、必要に応じて随時開催する。 

（招集権者） 

第３条 全社員会議は、代表社員または社員の 3分の 1以上の要請に基づき招集する 

（招集理由） 

第４条 全社員会議は、事業運営上重要な事項（事業計画、予算、決算、組織運営に関する

事項など）について協議する必要がある場合に招集する。  

（招集手続） 

第５条 全社員会議は、会議開催日の 1週間前までに日時・場所・議題を全社員に定められ

た手続きで招集する。  

（決議事項） 

第６条 全社員会議は、事業計画、収支予算・決算、社員の加入・脱退、規程の制定・改廃、

その他法人運営に重要な事項など、定められた事項について決議する。 

（決議） 

第７条 全社員会議での議決は、出席社員の過半数の賛成により決議する。可否同数の場合

は議長が決する。 

（議事録の作成） 

第８条 全社員会議での議事は、議長が指名する者が議事録を作成し、出席社員 2名以上が

署名または記名押印する。 

（特別の利害関係を有する場合の決議からの除外） 

第９条 全社員会議の議決は、特別の利害関係を有する社員は、当該議案の議決に加わるこ

とができない。 

 

第２章 社員の構成に関する事項 

（社員の構成：配偶者・親族） 

第１０条 社員の構成は、社員本人及びその配偶者・3親等内の親族等である社員の合計数



は、社員総数の 3分の 1を超えないものとする。 

（社員の構成：他の同一の団体） 

第１１条 社員の構成は、他の同一団体の社員、またはこれに準ずる密接な関係を有する社

員の合計数は、社員総数の 3分の 1を超えないものとする。 

 

第３章 社員の職務権限に関する事項 

（理事の職務権限） 

第１２条 社員の職務と権限は以下の職務を分担し、法人の事業を遂行する。 

1.代表社員：法人を代表し、業務執行・対外的な意思決定を行う。 

2.業務執行社員：事業計画の実施、契約締結、財務・会計処理、人事・労務管理を担当

する。 

3.一般社員：担当する事業の遂行、情報共有、合意形成会議での意思決定参加。 

 

第４章 監事に関する事項 

（監事の職務権限） 

第１３条 本法人は監事を置かない。ただし決算時には外部の専門家等による会計監査を

受ける体制を整備する。 

 

第５章 社員の報酬等に関する事項 

（社員の報酬の額） 

第１４条 社員の報酬の額は、年次決算後 2ヶ月以内に実施する定時全社員会議にて、1年

間の月額報酬を決定する。業務執行社員においては、各事業年度に支給する報酬等の総額が

1名あたり 1,500 万円を超えない範囲で、定時全社員会議において定める。 

 

（社員の報酬の支払い方法） 

第１５条 社員の報酬の支払い方法は、各事業年度に支給する報酬額の総額を 12 で除した

金額を毎月 25日に、本人が指定する本人名義の銀行口座に振り込む方法で支払うものとす

る。 

 

第６章 倫理に関する事項 

（基本的人権の尊重と法令等の遵守） 

 第１６条 この法人は、国籍・人種・信条・性別・年齢・障害等による差別を行わず、職

場のすべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならな

い。  

（法令等の順守） 

 第１７条 この法人は、労働関係法令、個人情報保護法、公益法人制度関連法令、その他



関係規則に則り、関連法令及びこの法人の定款その他の規程・内規を厳格に遵守し、社会的

規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。  

２ 役職員は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 

（以下、「休眠預金活用法」という。）第１７条第３項で規定されている宗教団体、政 党、

特定の公職の候補者、暴力団等に休眠預金等交付金に係る資金が活用されることのな いよ

うに、最新の注意を払わなければならない。  

３ この法人は、反社会的勢力との取引は⼀切行ってはならない。  

４ 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊 

躇することなく各規定に則り対応しなければならない。  

（私的利益追求の禁止）  

第１８条 役職員は、第２６条で定める通り、公益活動の範囲内においては、その事業に従

事していることを⼗分に⾃覚し、その職務や地位を⾃⼰⼜は第三者の私的な利益の追求に

利⽤することがあってはならない。  

（利益相反の防⽌及び開⽰）  

第１９条 この法⼈の役職員は、その職務の執⾏に際し、この法⼈との利益相反（⾃⼰⼜は

第三者に⾦銭・地位・利権などに利益をもたらすこと）が⽣じる可能性がある場合は、直ち

にその事実の開⽰その他この法⼈が定める所定の⼿続に従わなければならない。  

２ この法⼈は、全社員会議の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を 有す

る社員を除いて⾏わなければならない。  

３ この法⼈は、利益相反防⽌のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事 項」

について申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。  

（特別の利益を与える⾏為の禁⽌）  

第２０条 役職員は、特定の個⼈⼜は団体の利益のみの増⼤を図る活動を⾏う者に対し、寄

附その他の特別の利益を与える⾏為を⾏ってはならない。  

（職場におけるハラスメントの禁止） 

 第２１条 この法⼈は、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・

育児休業等に関するハラスメントについては、就業規則により定める。 

（情報開⽰及び説明責任） 

 第２２条 この法⼈は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運

営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。 

（個⼈情報の保護）  

第２３条 この法⼈は、業務上知り得た個⼈的な情報の保護に万全を期すとともに、個⼈の

権利の尊重にも⼗分に配慮しなければならない。 

 

第７章 利益相反防⽌に関する事項  

（利益相反の防⽌及び開⽰）  



第２４条 役職員は、助成事業等を行うにあたり、社員、その他の事業協力団体の関係者に

対し、特別の利益を与えてはならない。 

（自己申告）  

第２５条  役職員は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たにこの法人以外の

団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事すること(以下「兼職等」という。)となる場合に

は、事前に書面で申告するものとする。 

2 前項に規定する場合のほか、この法人と役職員との利益が相反する可能性がある場合 

(この法人と業務上の関係にある他の団体等に役職員が関係する(兼職等を除く。)ことによ

ってかかる可能性が生ずる場合を含むが、これに限られない。)に関しても前項と同様とす

る。 

3 役職員は、原則として、次に掲げる行為を行ってはならず、やむを得ない理由により か

かる行為を行う場合には、事前に書面で申告するものとする。 

(1) この法人が、休眠預金等交付金(休眠預金活用法第 8条に定める休眠預金等交付金をい

う。以下同じ。)に係る助成金を受ける場合、その助成金の支給に関わる団体(以下「助成金

関係団体」という。)又はこれになり得る団体の役職員又はこれに準ずるものに就くこと。

ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。 

(2) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものに対し、物品又は不動産の贈与(せ 

ん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとして提供される場合を含む。) をす

ること。ただし、この法人又は役職員の負担の有無にかかわらず、 資金分配団体 又はその

役職員又はこれに準ずるものに対し、物品若しくは不動産を購入若しくは貸 与をさせた場

合又は役務を提供した場合において、それらの対価が無償又は著しく低 いときは、相当な

対価の額の金銭の贈与をしたものとみなす。 

(3) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものに対し、金銭の貸付け(業として行 

われる金銭の貸付けは、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を行 うこ

と。 

(4) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものに対し、未公開株式を譲り渡すこ

と。 

(5) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものに対し、供応接待を行うこと。 

(6) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものと共に遊技又はゴルフをすること。 

(7) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものと共に旅行(業務のための旅行を 

除く。)をすること。 

（定期申告） 

第２６条 役職員は、毎年 1 回、当該社員の兼職等の状況その他前条の規定に基づく申告事

項の有無及び内容について、書面(書面には、eメールを含む。)で申告するものとする。た

だし、休眠預金等交付金の交付対象団体となった場合は、その期間及び期間終了後 2 年間

は、毎年半期ごとに定期申告するものとする。 



（申告後の対応） 

第２７条 前 2条の規定に基づく申告を受けた場合は、必要に応じ、速やかに当該申告を行

った者に対して、この法人との利益相反状況の防止又は適正化のために必要な措置を求め

るものとする。 

 

第８章 コンプライアンスに関する事項 

 （コンプライアンスに関する役職員の責務と責任者） 

第２８条 役職員は、当法人におけるコンプライアンス（この法人又は役職員等が当法人の

業務遂行において法令（当法人の定款、規則・規程、運用基準等を含む。以下同じ。）を遵

守することをいう。以下同じ。）の重要性を深く認識し、常に公平かつ公正な業務の遂行に

努めなければならない。 

２ 代表社員は、本規程の実施・運営のため、外部の有識者等も参加する「コンプライアン

ス委員会」を設置し、その責任者を任命する。 

３ コンプライアンス委員会の運営のためのルールは別途定めることとする。 

 

 （報告、連絡及び相談ルート）  

第２９条 役職員は、コンプライアンス違反⾏為⼜はそのおそれがある⾏為を発⾒した場

合 は、速やかに代表社員に報告する。ただし、公益通報者保護に関する規定に基づく通報

等を⾏った場合は、この限りでない。  

（不正発⽣時の原因究明、処分、再発防⽌策と公表）  

第３０条 代表社員は、コンプライアンス違反事件⼜はそのおそれのある事象が発⽣した

場合 は、迅速に次の対応を⾏う。  

(1) コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた調査、分析及び検討  

(2) コンプライアンス違反関係者の厳格な処分の検討及び再発防⽌策の策定 

(3) 原因究明に向けた分析及び検討結果並びに職員の処分及び再発防⽌策の公表 

 

第９章 内部通報者保護に関する事項 

（公益通報制度） 

第３１条 この法人は、不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評

リスクの管理及びこの法人に対する社会的信頼の確保のため、公益通報制度を設ける。 

(相談窓口及び通報窓口) 

第３２条 この法人は、役職員が不正行為等の相談・通報するための窓口を設ける。  

2 役職員は次の窓口に相談・通報することができる。 

(1) 代表社員 

(2) JANPIA資金分配団体等役職員専用ライン 

（不利益処分等の禁止） 



第３３条 この法人の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと 

又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、 

差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な 

処分又は措置を行ってはならない。 

 

第１０章 組織（総務部門）に関する事項 

（組織） 

第３４条 当法人の事務処理を行うための総務部門を置く。  

２ 総務部門の業務の分掌は、職務分掌表に定める。 

（職制）  

第３５条 総務部門には、以下に定める通り、次に掲げる職員を置くことができる。  

（１）総務責任者（代表社員が兼務する場合もある） 

（２）経理担当 

２ 代表社員は、前項以外の職制を定めることができる。 

（職責）  

第３６条 総務部門の役職員は、上長の命を受けて担当事業の事務を行う。  

（事務の決裁） 

第３７条 事務に関する事項は、原則として担当者が文書または電磁的記録によって立案

し、上級者を経て、代表社員の決裁を受けて実施する。ただし、重要な事務は、代表社員又

は全社員会議の決裁を経なければならない。 

 

第１１章 職員の給与等に関する事項 

（基本給、手当、賞与等） 

第３８条 この法人の基本給、手当、賞与等は、職務内容・職責・能力等に応じて支給し、

労働基準法その他関連法令を遵守する。  

（給与の計算方法・支払方法）  

第３９条 この法人の給与の計算方法は給与規定に基づき、支払方法は毎月末日締め翌月

２５日払いにて、本人名義口座への振込にて支払う。  

 

第１２章 文書管理に関する事項 

（決裁手続き） 

第４０条 決裁伺者は、決裁を受けようとする事項について範囲を明確に記載し、原則とし

て決裁伺書を作成し、事前に決裁を受けなければならない 

2 緊急時等やむを得ない場合で、手続きが事後になるときは、略式の文書等で決裁者の承

認を得ることとする。 

（決裁事項及び決裁基準） 



第４１条 決裁伺書による決裁事項、決裁者及び決裁権者は、職務執行者が担う。 

（文書の整理及び保管） 

第４２条 法人文書の整理及び保管は、原則として当該法人文書に係る業務を行う部署に

おいて行う。 

（文書の保存期間） 

第４３条 法人文書の保存期間は、関係法規により保存期間が定められているものは、当該

法規の規定に従う。 

2 前項の保存期間は、当該法人文書の処理が完了した日から保存期間年数が経過した日を

含む事業年度の翌事業年年度の末日までとする。 

 

第１３章 情報公開に関する事項 

（情報の公開） 

第４４条 この法人は、次に掲げる書類を事務所に備え置き、正当な理由を有する者に対し、

閲覧させるものとする。 

(1) 定款 

(2) 事業計画、収⽀予算（当該年度のもの） 

(3) 過去５年間の事業報告、貸借対照表及び活動計算書、財産⽬録 

(4) 全社員会議の議事録  

 

第１４章 リスク管理に関する事項 

（具体的リスク発⽣時の対応） 

第４５条 この章において「具体的リスク」とは、不祥事の発⽣、この法⼈に関する誤った

情報の流布、財政の悪化、法⼈内部の係争、外部からの侵害、⾃然災害の発⽣その他の要因

⼜は原因の如何を問わず、上記の損失⼜は不利益の発⽣の具体的可能性を伴うすべての 

事象をいう。 

２ 役職員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じる当法人の物理的、

経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分な

注意をもって初期対応を行う。その場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する別

の具体的リスクの有無も検討した上で、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる 

３ 職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をする

とともに、その後の処理については関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。 

４ 役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び支持を

するとともに、その後の処理について関係部署と協議を行い、適切にこれを処理する。 

（緊急事態の範囲） 

第４６条 この章において「緊急事態」とは、⾃然災害、事故、インフルエンザ等の感染症、

犯罪、機密情報の漏えいや情報システムへの不正アクセスその他これらに準じる法⼈運営



上の緊急事態によって、この法⼈、この法⼈の事業所⼜は役職員に急迫の事態が⽣じ、⼜は

⽣じるおそれがあり、この法⼈を挙げた対応が必要である場合をいう。 

（緊急事態の対応の方針） 

第４７条 緊急事態の発⽣時においては、当該緊急事態の対応を⾏う部は、概ね次の順序に

より対応することを基本とする。 

(1) ⽣命及び⾝体の安全を図ること。 

(2) 被害状況を把握すること。 

(3) 必要に応じて、官公署に連絡等を⾏うこと。 

(4) 更なる被害の発⽣及び再発の防⽌を図ること。  

（緊急事態対応の手順） 

第４８条 役職員は、緊急事態の発生を認知した場合には、これに伴い生じる当法人の物理

的、経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十

分な注意をもって初期対応を行う。その場合において役職員は、当該緊急事態に起因する別

の緊急事態の有無も検討した上で、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる 

３ 職員は、緊急事態の発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をするとと

もに、その後の処理については関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。 

４ 役員は、緊急事態の発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び支持をする

とともに、その後の処理について関係部署と協議を行い、適切にこれを処理する。 

 

第１５章 経理に関する事項 

（会計区分） 

第４９条 この法人の会計について、法令の要請等により必要とされる場合は、会計区分を

設けるものとする。 

（会計処理の原則）  

第５０条 この法人の会計は、法令、定款及びこの規程の定めるところによるほか、一般に

公正妥当と認められる合同会社の会計の慣行に準拠して行わなければならない｡ 

（経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別） 

第５１条 経理責任者は、職務執行者とする｡ 

２ 金銭の出納・保管については、出納責任者を置くものとする。 

３ 出納責任者は、経理責任者が任命する。 

４ 出納責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、出納事務の担当者を若干名

置くことができる 

（勘定科目の設定） 

第５２条 この法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を的確に把握するた

め必要な勘定科目を設ける。 

（勘定科目の設定） 



第５３条 この法人の会計帳簿は、次のとおりとする。 

(1)  主要簿 

ア 仕訳帳 

イ 総勘定元帳 

(2)  補助簿 

ア 現金出納帳 

イ 預金出納帳 

ウ 固定資産台帳 

エ その他必要な勘定補助簿 

（金銭出納保管） 

第５４条 この規程で金銭とは、現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか、随時に通貨

と引き換えることができる小切手・手形及び証書等をいう。 

２ 金銭の出納について、出納責任者が承認した証憑に基づいて行う。 

３ 出納事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証

する書類に基づいて、支払伝票により出納責任者の承認を得て行うものとする｡ 

（予算の目的） 

第５５条 予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示し、もって、事

業の円滑な運営を図ることを目的として、収支の合理的な規制を行うものである。 

（収支予算書の作成） 

第５６条 収支予算書は、事業計画に基づき、毎会計年度開始前に代表社員が作成し、 理

事会の議決により定める。 

（収支予算書の執行） 

第５６条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。 

（決算の目的） 

第５７条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らか

にすることを目的とする。 

（決算整理事項） 

第５８条 経理責任者は、毎会計年度終了後速やかに、当該会計年度末における次の財務諸

表書類を作成し理事会に提出しなければならない。 

(1) 貸借対照表 

(2) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

(3) 計算書類（貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）をいう。）の付属書類 

(4) 財産目録 

 

第１６章 その他 

（改廃） 



第５９条 この規程を改廃するときは、全社員会議の議決を経なければならない。 

 

［施行日］2025 年（令和 7年）11月 30日 

 

 


